
機密性１

令和３年４月１日

【令和３年度】 最低制限価格制度の改正について

岡崎市の建設工事、建設コンサルタント等業務、業務委託の電子入札で、令和３年４月１

日以降に公告又は指名通知をした入札から、最低制限価格制度を変更します。

→入札金額の平均値等に応じて最低制限価格の変化する、変動型最低制限価格制度は、

廃止します。

※ 令和３年度から、最低制限価格は、入札者の金額の平均等で変動しません。

【従来】
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最低制限価格を下回る入札は【失格】

最低制限価格は、

あらかじめ設定した金額で固定です。
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定型最低制限価格は、設計金額の構成等で定めら

れた率によって、あらかじめ設定されます。

最終的な最低制限価格以上の場合、
落札

変動型最低制限価格
変動型最低制限価格は、定型最低制限価格を下回る入札が

あった場合、予定価格以下失格基準価格以上の入札の平均

金額×97％で計算します。失格基準価格未満となった場合

は、失格基準価格と同額です。

失格基準価格 失格基準価格は、定型最低制限価格×97％で計算します。

定型最低制限価格と変動型最低制限価格を比較し

て低い金額を最終的な最低制限価格とします。

失格基準価格、もしくは最終的な最低制限価格を下回る入札は【失格】

建設工事の総合評価方式の入札は、低入札調査基準価格が設定されます。

最低制限価格制度とは異なる部分がありますので、別資料を御確認ください。

【令和３年度から】


